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令和８年 第１回美浜町農業委員会総会議事録 

 

 

 

１．開催日時  令和８年１月２９日（木） 午後１時３０分から（協議会終了後） 

 

２．場  所  美浜町役場 ３階 議会会議室 

 

３．出席委員（１１名） 

委員        １番  松下 勝美 

委員        ２番  山本 和美 

委員        ３番  大塩 友之 

委員        ４番  軍場 康代 

委員        ５番  高木 宏和 

委員        ６番  由利  博 

委員        ７番  山本 光雄 

委員        ８番  浅妻 孝彦 

委員        ９番  大野 克弥 

委員       １０番  山本 文昭 

会長       １１番  中村 博昭 

 

４．欠席委員（０名） 

                        

５．議事日程 

   日程第 １ 議事録署名委員の指名について 

   日程第 ２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   日程第 ３  議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ４  議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見について 

 

       

６．美浜町農業委員会事務局職員 

事務局長    武田 喜孝 

  次長    畠中 隆之 

書記    浜野 裕介 

  

 

７．会議内容 

【開会宣言】 

 

事務局長 

   それでは、令和８年第１回美浜町農業委員会を開催させていただきます。 

 本日は全農業委員に出席をいただきましたので、美浜町農業委員会総会会議規則第８条の

規定により、本総会が成立をいたしましたことをここにご報告させていただきます。 

 それでは、中村会長よりご挨拶をいただきます。 
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中村会長 

    （会長挨拶） 

 

事務局長 

   ありがとうございました。それでは、美浜町農業委員会総会会議規則第７条の規定により、 

  「会長は総会の議長となる」となっておりますので、ここからの会議進行につきまして中村

会長よろしくお願いいたします。 

 

議長 

   それでは、会議を始めます。日程第１ 議事録署名委員の指名について、慣例に従いまし

て私から指名をさせていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

     （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、私から指名をさせていただきます。 

  ７番 山本 光雄 委員、８番 浅妻 孝彦 委員 ご両名よろしくお願いいたします。 

 

   それでは、日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について を議題

といたします。その１に入ります前に、委員の議事参与の制限を規定する美浜町農業委員会

総会会議規則第１９条の規定によって、委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関

する事項については、その議事に参与することができないとしております。 

   当該規定に基づき、その当事者であります■■委員は、議事審議が終了するまで退席をお

願いいたします。 

      

その１について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その１について説明いたしま

す。 

資料№１-１をご覧ください。 

    

      譲渡人は、■■■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■ ■■さん ■■歳  

      譲受人は、■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■ ■さん ■■歳  

      申請地は、■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 208㎡ 

■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 386㎡ 

■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 142㎡ 

■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 152㎡ 

■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 595㎡ 

計 1,483㎡の無償譲渡となっています。 

                                                        

   農地取得後の■■さんの経営面積は、140,833㎡となります。 

営農については、水稲を作付けする計画であり、農作業の従事状況においても、17年以上

の農作業経験があり、農作業に係る労働力は問題ないと思われます。 

農機具については、トラクター、田植機、コンバインを所有しているとのことです。その
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他の農地法３条の許可要件である自宅から農地までの距離等にも問題はありません。 

調査担当委員は山本光雄委員です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。調査担当委員の山本光雄委員補足説明がありました

らお願いします。 

 

山本光雄委員 

   事務局の説明で問題ありません。 

 

山本文昭委員 

   今までも■■さんが耕作されていたのですか？ 

 

事務局 

   維持管理はしていたと聞いています。 

 

議長 

ありがとうございました。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これ

につきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

特にないようですので、採決をしたいと思います。 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その１について、原案の通り本委員会が

適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第１号その１については原案の

通り許可することにいたします。 

 

   審議が終了しましたので、■■委員入場をお願いします。 

 

   続きまして、議案第１号その２について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

   それでは、議案第１号その２について説明させていただきます。資料№１－２をご覧くだ

さい。 

    

     譲渡人は、■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■ ■■さん ■■歳  

      譲受人は、■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■ ■■さん ■■歳 

      申請地は、■■■■■■■■■■ 地目は畑、地積は 20㎡ 

■■■■■■■■■■ 地目は畑、地積は 468㎡ 

■■■■■■■■■■ 地目は畑、地積は 49㎡ 

計 537㎡の売買による所有権移転となっています。 
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農地取得後の■■さんの経営面積は、当該農地のみの 537㎡となります。 

営農については、大根、トマト、ネギを作付けする計画であり、取れた野菜は、■■区に

は、古民家を使った料理教室を開業し、そこで使用すると伺っています。農作業の従事状況

においては、農地を所有していないものの、■■区の農家である■■■■さんの家族として

10年手伝いをした経験があると伺っています。年齢、経営面積的に、農作業に係る労働力と

しては、不可能ではないと思われます。 

農機具については、耕運機、草刈り機をこれから購入・所有するとのことです。その他の

農地法３条の許可要件である自宅から農地までの距離は約 14ｋｍ程度であり、職場への通勤

と同義であるため、問題はありません。 

調査担当委員は髙木委員です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。議案内容について、調査担当委員の髙木委員、補足

説明がありましたらお願いします。 

 

髙木委員 

   事務局の説明のとおりです。 

 

議長 

   ありがとうございます。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これに

つきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

桃井委員 

2番目の写真ですが、倉庫の隣りですか？ 

 

事務局 

農地の場所ですが、住宅地図を見てもらいますと、倉庫と書いてあるところの真横に L 字

の農地があると思います。こちらの申請となっております。こちらすべて所有者が同じ人で

住宅地図の場所②の矢印の左側の■■さんと書いてあるところで料理教室をされるとのこと

です。倉庫につきましても同じ方の所有です。 

 

桃井委員 

②に隣接する農地は、別の所有者ですか？  

 

事務局 

こちらも同じ方だったと思いますが、今回の申請には含まれていません。 

 

桃井委員 

わかりました。 

 

議長 

他に何かございませんか。 

 

ないようでございますので、採決をしたいと思います。 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請その２につきまして、原案の通り本委員
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会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第１号その２については原案の

通り許可することにいたします。 

 

   続きまして、日程第３ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

を議題といたします。その１について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

   それでは、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請その１について、説明

させて頂きます。資料№１－３をご覧ください。 

 

貸人は、■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■ ■■さん 

借人は、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■ ■■■さん 

申請地は、■■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 764㎡の内 401㎡ 

無償貸借による永久転用です。 

 

転用の目的は、住宅建築を行うものです。 

当該地は、砂利が敷かれており、理由を確認したところ、高齢化により営農できないこと

から防草目的として行ったとのことであり、農地法に対する認識が不十分であったことから、 

申請書類のほかに顛末書も提出されております。 

申請地の北側は■■さんが所有し、この後の説明で転用する予定の農地、東側は町道■■

■■■■■、西側は宅地、南側は県道■■■■■となっています。 

用排水計画につきましては、取水は上水道、排水は公共下水道に接続し、雨水は自然流下

させ、道路側溝に流す計画となっています。 

農地法第５条の検討事項の確認としまして、農地の種別につきましては、都市計画法の用

途地域内であるため第３種農地と判断しました。 

また、一般基準についても、事業計画に対する転用面積については適切であり、その他、

資金計画、添付書類、現地の確認等の結果、許可要件はすべて満たしております。 

現地調査は松下委員と山本和美委員で行っており、地区担当委員は松下委員です。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。議案内容について、調査担当委員の松下委員、補足

説明がありましたらお願いします。 

 

松下委員 

   事務局の説明のとおりです。 

 

議長 

   ありがとうございます。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これに
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つきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

ないようでございますので、採決をしたいと思います。 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請その１につきまして、原案の通り

本委員会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第２号その１については原案の

通り、本委員会が適当である旨の意見を付して、県に進達する事に決定いたします。 

 

   続きまして、議案第２号その２について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

申請その２ について、説明させていただきます。資料№１－４をご覧ください。 

 

貸人は、■■■■■■■■■■■■■ 

 ■■ ■■さん 

借人は、■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■■■■■■ 

申請地は、■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 764㎡の内 363㎡ 

     ■■■■■■■■■■ 地目は田、地積は 379㎡ 

     計 742㎡の無償貸借による永久転用です。 

 

転用の目的は、資材置場の整備を行うものです。 

当該地は、先ほどの案件同様の内容で顛末書が提出されております。 

申請地の北側、東側は町道■■■■■■■■■■、西側は宅地、南側は先ほど説明した転

用予定の農地となっています。 

用排水計画につきましては、取水は行わず、雨水は自然流下させ、道路側溝に流す計画と

なっています。 

農地法第５条の検討事項の確認としまして、農地の種別につきましては、都市計画法の用

途地域内であるため第３種農地と判断しました。 

また、一般基準についても、事業計画に対する転用面積については適切であり、その他、

資金計画、添付書類、現地の確認等の結果、許可要件はすべて満たしております。 

現地調査は松下委員と山本和美委員で行っており、地区担当委員は松下委員です。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。議案内容について、調査担当委員の松下委員、補足

説明がありましたらお願いします。 

 

松下委員 

   事務局の説明のとおりです。 

 

議長 
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   ありがとうございます。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これに

つきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

山本文昭委員 

   隣りが宅地ですが、その境は■■■さんの方で塀とかするのですか？ 

 

事務局 

   宅地側は、すでにブロック塀で仕切っています。 

 

議長 

他にないようでございますので、採決をしたいと思います。 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請その２につきまして、原案の通り

本委員会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第２号その２については原案の

通り、本委員会が適当である旨の意見を付して、県に進達する事に決定いたします。 

 

続きまして、議案第２号その３について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

申請その３ について、説明させていただきます。資料№１－５をご覧ください。 

 

譲渡人は、■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     ■■■■■■■■■■■ 

     ■■ ■■さん 

     ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     ■■ ■■■さん 

     ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 ■■ ■さん 

     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     ■■ ■■さん 

 ■■■■■■■■■■■ 

■■■ ■■■さん 

      譲受人は、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■■■■■■■■■■■ 

      申請地は、■■■■■■■■■ ほか 8筆 地目はすべて畑、 

地積は計 2,293㎡の売買による永久転用です。 

 

転用の目的は、船置場を整備し、既存の営業敷地を拡張するものです。 

当該地のうち、■■■■■■■については舗装がされていたため、理由を確認したところ、

同じく申請の上がっている■側の農地を管理するため、車を駐車できるよう舗装してしまっ

たとのことであり、農地法に対する認識が不十分であったことから、申請書類のほかに顛末

書も提出されております。 

申請地のうち、■■■■■■■は、北側は県道■■■■■、東側は宅地、西側、南側は雑
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種地となっており、その他は、北側は里道、西側は宅地、東側、南側は雑種地となっており

ます。 

用排水計画につきましては、取水は行わず、雨水は自然流下させ、■に流す計画となって

います。 

農地法第５条の検討事項の確認としまして、農地の種別につきましては、都市計画法の用

途地域内であるため第３種農地と判断しました。 

申請地は、農地法の他に■■■■■■として文化財保護法の該当地となっていることから、

同時に許可申請を進めております。 

また、一般基準についても、事業計画に対する転用面積については適切であり、その他、

資金計画、添付書類、現地の確認等の結果、許可要件はすべて満たしております。 

現地調査は松下委員と山本和美委員で行っており、地区担当委員は松下委員です。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。議案内容について、調査担当委員の松下委員、補足

説明がありましたらお願いします。 

 

松下委員 

   事務局の説明のとおりです。 

 

議長 

   ありがとうございます。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これに

つきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

 

特にないようでございますので、採決をしたいと思います。 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請その３につきまして、原案の通り

本委員会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第２号その３については原案の

通り、本委員会が適当である旨の意見を付して、県に進達する事に決定いたします。 

 

続きまして、議案第２号その４について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

申請その４ について、説明させていただきます。資料№１－６をご覧ください。 

 

譲渡人は、■■■■■■■■■■■■■■■ 

     ■■ ■■さん 

譲受人は、■■■■■■■■■■ ■■■ 

           ■■ ■■さん 

      申請地は、■■■■■■■■■■■■ 地目は畑、地積は 588㎡ 

           ■■■■■■■■■■■■ 地目は畑、地積は 254㎡ 

           計 842㎡の売買による所有権移転と永久転用です。 
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転用の目的は、住宅建設を行うものです。 

申請地の北西側は■■■■■、東側は町道■■■、南側は宅地となっています。 

用排水計画につきましては、取水は上水道、排水は公共下水道に接続し、雨水は自然流 

下させ、道路側溝に流す計画となっています。 

農地法第５条の検討事項の確認としまして、農地の種別につきましては、南西に広がる 

農地と隣接せず、小集団の生産性が低い農地であるため第２種農地と判断しました。 

また、一般基準についても、事業計画に対する転用面積については適切であり、その他、 

資金計画、添付書類、現地の確認等の結果、許可要件はすべて満たしております。 

現地調査は由利委員と山本光雄委員で行っており、地区担当委員は由利委員です。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。議案内容について、調査担当委員の由利委員、補足

説明がありましたらお願いします。 

 

由利委員 

事務局の説明のとおりです。 

 

議長 

   ありがとうございます。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これに

つきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

議長 

   800㎡というのは住宅建設にしては少し広いですね。 

 

事務局 

   自宅と駐車場と庭と、既存の樹木を一部残すことで、すべて使い切る計画は出てきていま

す。 

    

議長 

では、採決をしたいと思います。 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請その４につきまして、原案の通り

本委員会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第２号その４については原案の

通り、本委員会が適当である旨の意見を付して、県に進達する事に決定いたします。 

 

続きまして、議案第２号その５について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

申請その５ について、説明させていただきます。資料№１－７をご覧ください。 

 

貸人は、■■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■ ■■■さん 
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    ■■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■ ■■さん 

    ■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■ ■■■さん 

    ■■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■ ■■さん 

借人は、■■■■■■■■■■■■■ 

          ■■■■ ■■ ■■  

      申請地は、■■■■■■■■■ ほか 7筆 地目はすべて田、 

地積は計 9,289㎡の無償貸借による一時転用です。 

 

転用の目的は、申請地を含めた一体農地を分譲地へ開発するための土砂受け入れです。 

申請地は、北側は田、その他は町道■■■■■■、■■■■■■■となっております。 

用排水計画につきましては、取水は行わず、雨水は自然流下させ、道路側溝に流す計画と

なっています。 

農地法第５条の検討事項の確認としまして、農地の種別につきましては、都市計画法の用

途地域内であるため第３種農地と判断しました。 

申請地は、農地法の他に、転用目的である土砂の盛土がされることから、同時に盛土規制

法の許可申請を進めております。 

また、一般基準についても、事業計画に対する転用面積については適切であり、その他、

資金計画、添付書類、現地の確認等の結果、許可要件はすべて満たしております。 

本来、分譲地開発のため、永久転用申請としたい本件ですが、担当課に確認したところ、

農地法の他に許可が必要となる都市計画法の「開発行為」について、分譲地の区画数・大き

さ、公園の配置場所などの詳細が決まり切っていないことから、同時に許可申請ができない

状態と伺っています。 

しかしながら、当該農地を分譲地として、転用するためには道路とのレベルを合わせるた

めに大量の土砂が必要なところ、福井県の工事により発生した残土をもらい受ける算段が付

いたため、先に受け入れのための一時転用をした次第です。 

こちらの受け入れ予定時期が 3 月頃であり、この受け入れ時期を逃すと残土がもらえない

ため、土砂の購入費用計上と購入先を探す必要があり、いつ永久転用の申請ができるか分か

らない状況に陥り、人口減少対策事業の要である、分譲地開発に甚大な影響が出る恐れがあ

ることから、ご理解・ご尽力いただきたいとのことです。 

なお、本申請は一時転用であるため、万が一どうにもならない状況に陥り、開発計画を中

止せざるを得ない状況となった場合は、■が責任をもって農地を復元する旨確約いただいて

おります。 

現地調査は大塩委員と軍場委員で行っており、地区担当委員は大塩委員です。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。議案内容について、調査担当委員の大塩委員、補足

説明がありましたらお願いします。 

 

大塩委員 

事務局の説明のとおりです。 

 

議長 
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   ありがとうございます。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これに

つきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

議長 

   ひとまず一時転用として申請し、３月頃から土砂を受け入れるということですが、一時転

用期間というのは、「開発行為ができるまで」と「１年間」のどちらですか。 

 

事務局 

   申請は１年間であげていますが、期限までに事業変更申請により、永久転用許可を目指し

たいと伺っています。 

 

議長 

   それでは、採決をしたいと思います。 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請その５につきまして、原案の通り

本委員会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第２号その５については原案の

通り、本委員会が適当である旨の意見を付して、県に進達する事に決定いたします。 

 

   続きまして、日程第３ 議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見につ

いてを議題と致します。 

 議案内容について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

 それでは、議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見について説明させ

ていただきます。資料№２をご覧ください。 

 

 今回の内容は、３月末期限を迎える、５年又は１０年前の農地中間管理事業の他、法改正

で廃止となった農業経営基盤強化促進法により、同じく３月末に期限を迎える相対契約に

ついて、農地中間管理機構を通じて、再度、権利設定する計画となっております。 

今回は、約７９万㎡が終期を迎え、再設定を約４８万㎡行い、再設定しない農地が約３１

万㎡となります。 

再設定しない農地には、耕作者がいなくなった農地の他に、書類・契約内容整理のため今

回のタイミングでは更新しない農地が約１０万㎡含まれていることを補足させていただき

ます。 

結果、今回の利用権設定による集積率は、前回と比べ、３．７％減となります。 

利用権設定を行う地区、農業者と面積の内訳は、A3資料１ページ目をご覧ください。 

更新を行う地区は、金山 他１５地区が対象であり、地主１０４名の３１３筆に対し、耕

作者が２７名となっています。 

また、表中央部に記載する年数の欄のとおり、５年間と１０年間の利用権設定に分かれ

ています。 

 A３資料２ページ以降は、農地１筆ごとの面積、所有者など詳細情報となりますので説明

を省略させていただきます。 
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以上です。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。これにつきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

由利委員 

   契約年数が５年と１０年があるのですが、基本的に１０年じゃないのですか？ 

 

事務局 

   基本は１０年です。ただ、農業者全員が高齢者であると中間管理機構に認めてもらえた場

合には５年にしてもらえます。農業者全員が６５歳以上の団体や個人の場合です。 

 

議長 

他にないようでございますので、採決をしたいと思います。 

    

議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見につきまして、原案の通り本

委員会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第３号については原案の通り決

定いたします。 

 

 以上で本日の議事は終了致しました。これで農業委員会総会を終了します。 

 

 

 【閉会】午後 時  分 

 

令 和   年   月   日 

 

美浜町農業委員会 

 

              会 長 

 

議 事 録 署 名 人 

 

               ７番 

 

 

               ８番 


